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維
.
鎌

英
國
の
勢
働
不
安

.

羅

録

英
図
の
勢
働
不
安

(
三
角
同
盟
の
要
求
其
他
)

河

・
田

嗣

郎

一

戦
時
異
常

の
駄
態

の
矯
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
問
題

の

延
期
せ
ら
れ
、
時
局
の
必
要
に
慮
事
可

く

一
種

の
攣
態

を
造

り
出
し
て
、
兎
も
角
も
四
年
有
飴
の
久
し
き
に
捗

り
、
多
く
の
波
瀾
を
見
る
こ
ご
な
く
し
て
過
ぎ
乗
り
π

る
、
英
国

の
勢
働
界
は
、
休
職
條
約
の
成
立
す
る
ε
共

に
、
早
く
も
諸
方
面

に
問
題
を
惹
起
す
に
至
つ
授
。
元

来
英
国

の
勢
働
}界
「は
、
職
工
組
合

の
獲

達
に
依
り
、
勢

働
保
護

の
施
設
は
可
也
整
備
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、

戦
時
中
は
緊
急

の
必
要
上
巳
む
を
得
す
し
て
其

の
既
成

餓
態
の
多
少
こ
も
に
破
壊

せ
ら
れ
、
卒
和
の
克
復
を
待

っ

て
戦
前
状
態

の
恢
復
せ
ら
る
可
き
こ
ご
、
な
っ
て
居

血
。
さ
れ
は
戦
時
中

の
勢
働
李
和
は
あ
ら
ゆ
る
問
題
の

㌦

第
八
巻

(第
六
號

一
一
六
)

入
三
四

一
時
中
止
せ
ら
れ
、
勢
働
者
は
護
國

の
至
誠
よ
り
し
て
.

産
業
界

の
平
和
を
棄
す
ご
ヒ
な
か
ら
む
ざ
期
し
た
.る
が

矯
め
に
現
は
れ
止
る
現
象
で
あ
っ
投
。
継

て
李
和
の
克

復
ε
共

に
飾

へ
ち
れ

な

る
要

求

の
俄
か
に

顯
は
れ
來
　

り
、
産
業
界

に
風
雲
を
捲
く
に
至

る
可
き
こ
ζ
は
、
豫

て
待
設
け
ら
れ
た
る
所

で
あ
る
〇

二

休
職
條
約

の
成
立
後
第

一
に
獲
な
だ
れ
た
る
勢
働

者

の
矢
文
は
、
彼
の
炭
坑
労
働
者

ご
鐵
道
従
業
者
こ
蓮

ト

リ
ヅ
プ

ぬ
ヘ

ノ

イ

ァ
ン
ス

逡
業
勢
働
者

と
の
三
角
同
盟
の
提
起
せ
る
要
求

で
あ

っ

た
。
事
は
本
年
二
月

】
日
よ
り
貴
行
せ
ら
る
』
に
至
り

た
る
鐵
道
㎝従
業
者
}の
八
肺肝
聞
継
岬働
制

の
實
仙弛
に
俘

ふ
解

チ
ユ

ロヴ

縄
よ
り
破
れ
始
め
、
終
に
倫
敦
地
下
鐵
道
從
業
者
の
罷

工
ざ
な
り
、
次
で
炭
坑
勢
働
者
の
大
.要
求
ε
し
て
表
は

れ
、
問
題
は

一
時
金
英
国
を
震
駭
せ
し
む
る
に
至

つ
赴

の
で
あ
る
。

一昌

倫
敦
地
下
鐵
道
従
業
者

の
罷
工
は
、
八
時
間
勢
働

「

制
に
掬

し
八
時
間

ぜ
い
ふ
勢
働
時
間
中
に
食
事

の
時
間

を
加
算
す
る
や
、
之
を
算
入
せ
ざ
乃
や
の
問
題

の
矯
め

に
起
り
、
二
月
三
日
に
ば

倫
敦
地
下
鐵
道
は
殆
ん
ざ
全

く
運
轄

を
休
止
す
る
に
至
り
て
、
倫
敦
市
民
を
驚
愕

せ

1)TheTi血es,weeklyedition,Feb.7・1919・



し

め
、
罷

工
は
蕾
に
雇
主
封
勢
働
者
間

の
問
題

拠
る

に

止

ら
す

、
直

ち
に
全
枇
會

に
聾

す

る
挑
戦

な
る
實
効

を

.

示
し
來

つ
な

の
で
あ

る
。
此

の
罷

工
は
幸

に
二
月

八
日

に
至

り
て
嬉

み
十

日

に
至

り
て
は
運
轄

は
殆

ん
ご
卒
静

歌

能
岬を
恢
復

+り
る
こ

ご
＼
な

つ
だ
o

併

し
乍

ら
其

の
罷

工

の
終

熄

は
な

罫

一
時

的
効
果
を

有

す

る
に
過

ぎ
ヂ

し
て
、
問

題

の
解
決

は
今
少

し
く
立

入

り
た

る
帥労
働
者
…の
要

求

の
容
れ

ら

る

、
や
否

や
に
繋

が

る
も

の
で
あ

る
。
其

の
要

求

は
帥

ち
彼

の
三
角

同
盟

の

要
求

な

る
も

の
之

で
あ

る
。

四
.

先

づ
鐵
道
從
業
者

の
要
求
如
何
ヒ
見

る
に

v
之

は

鐵

道
從

業
者
國
内
同
盟
會

三
巴

o
=
巴

¢
三
8

乱

国
嘗
一下

≦
超
ヨ
9

(
三
.
⊂
・
閃
・)

と

蓮

韓

手

及

火

夫

組

合

目
。
8
ヨ
。穿

。
団
コσq
羅

興
の
四
民

固
「。目
窪

ε
鐵

道
書

記

組

合

戸
巴
ξ
愕

Ω
巴

騎

〉
綾
O
n「卿ま

自

と
に
依

り
て

、

多

少
趣

を
異

に
し
て
居

る
コ

鐵

道
従
業
者

國
内

同
盟
會

(會
員
四
十
萬

人
)

の
要
求

は
一一

戦

時
賃
金

電
し

て
與

へ
ら
れ

拠

る
勢
賃

の
臨
時
増

額

を

永
久
的
賃

金

ヒ
為

す
こ

ε
、

雑

録

英
国
の
勢
働
不
安

一
二

口
八
時
間
、

一
週
四
十
八
聴
聞
を
以
て
勢
働
時

間

ご
駕
す
こ
ご
、

三
時
間
外
勢
働
及
び
日
曜
日
労
働

に
謝
し
て
は
倍
額
.

賃

金
、
夜
間
勢
働

に
謝
し
て
は
五
割
増
賃

金
を
爲

す
ご
ε
、

・

ラ四
就
業
の
交
替
毎

の
休
息
は
十
二
時
間
を
下
ら
ざ
る

こ
&
、

五
」
年
内
に
賃
金
を
支
佛
は
る
＼
十
四
日
間

の
休
日

を
與

へ
ら
る
㌧
こ
ご
、

⊥
ハ
就
業
献
.態
は
全
英
国
を
通
じ
て

一
定
す
る
こ
ご
、

七
各
鐵
道

の
管
理
に
關
し
て
は
組
合
に
謝
し
國
家
的

(
#
〃ぴ
に
地
方
的

に
同
等
の
代
表
を
認
む
る
こ
ε
、
.

こ
い
ふ
に
存

す
る
。
次
に
運
轄
手
及
火
夫
組
合

(倉
見

四
萬
人
)
の
要
求
は

ラ

モ
　
ふ
　メ
ン

一
賃

金
の
標
準
額
は
機
關
手
及
電
動
機
手
に
蚤
↓
て

は

一
日
十
四
志
、
火
夫
及
電
気
鐵
道
連
聴
手
に
謝

し
て
は
十
志
、
掃
除
夫
及
電
気
鐵
渣
の
門
扉
掛
に

謝
し
て
は
七
志
、

二

一
九

一
七
年
六
月
以
降
生
活
、費

一
割
の
騰
貴
を
見

(

.

魁
」

る
毎
に
賃
金
を

一
割
増
加
す
る
こ
と
、
減
儂

の
場

第
八
巻

(第
六
號

=

七
)

八
三
五



り

ゾ

雑

録

英
国
の
勢
働
不
安

合
は
之
に
{準
じ
減
額
す
る
こ
ご
、
生
活
{質
が

一
九

一
七
年
⊥
八
月

の
標
準
以
下

に
降
る
場
合

に
は
賃
金

の
減
額
を
行
は
ぎ
る
こ
ご
、

一二
倫
敦
其
他
生
活
費
高
き
地
方

の
従
業
者

に
劃
し
て

は

一
週
五
志
の
家
賃
手
當

を
支
給
す
る
こ
ご
、

四

一
日
勢
働
八
時
間
、

五
時
間
外
及
夜
間
勢
働

に
射
し
て
は
こ
割
五
分
増
、

日
曜
日
掛

倒

に
射
し
て
は
倍

額

賃

金
を
支
彿
ふ

…

こ
ご
■

.

六
駐
在

騨
に
於
け

る
交

替

休
は
少
く
ご

も
十
二
時

間

、
駐
在
騨
以
外

に
て
は
九
時
間

ご
寫
す
ご
ε
、

七
駐
在
地

以
外
に
於
け
る
宿
泊
に
謝
し
て
は

一
日
二

士脳
天
は
一二
士
心
の
宿
泊
料
　を
支
給
す
る
こ
ご
、

八
從
職
十
二
ヶ
月
以
上

の
者
に
謝
し
て
は

一
年
内

に

賃
金
を
支
沸

ふ
休
日
十
四
日
間
を
與
ふ
る
こ
ご
、

こ
い
ふ
の
で
あ
る
。
最
後

に
鐵
道
書
記
組
A
肩
(會
口貝
七

萬
人
)
の
要
求
は

一
書
間
從
業
者
に
射
し
て
は

一
週
三
十
八
時
間
、
夜

間
從
業
者

に
射
し
て
は

一
週
三
十
四
時
間
勢
働

ε

爲
す
こ
ご
、

第
八
巻

(第
六
號

一
八
)

入
三
六

二
十
六
歳

の
者
に
…劃
し
て
年
額
七
十
傍

の
最
低
給
金

を
定
め
、
之

を
最
下

と
し
て
漸
次
上
ば
り
て
二
十

八
歳

の
者
に
は
二
百
三
十
傍

の
最
低
給
金
を
與
ふ

る
が
加
皿き
給
金
率
を
制
定
し
、
倫
敦
に
在

る
看

に

謝
し
て
は
者
牽
を
通
じ
二
十
傍

の
増
給
を
與

ふ
る

こ
ε
、

三
騨
長
、
貨
物
主
任
其
他
普
通
以
外

の
責
任
を
負
ふ

地
位
に
在
る
者
に
謝
し
て
は
最
低
年
額
二
百
五
十

傍
よ
り

一
千
務
に
至
る
他
の
給
金
牽
を
制
達
す
る

こ
ど
、

こ
い
ふ
の
で
あ

る
。
元
来
鐵
道
徳
業
者

の
賃
金
、
勢
働

時
間
其
他

の
就
職
條
件
に
關
し
て
は
、
普
通

な
ら
ば
四

年
以
前
に
其

の
改
訂
の
行
は
る
可
か
り
し
に
、
戦
争
.の

爲
め
其
改
訂
は
中
止
せ
ら
れ
.
Z
.
C
.
西
■
及
び
運
輻
手

組
合
ε
鐵
道
當
局

ご
は

一
九

一
一
年

の
仲
裁
條
項
の
織

綾
ご
、
戦
時
中
総
て
既
存
條
件

の
維
持

ざ
を
協
約
し
π

の
で
あ
る
。
然

る
に
今
や
時
局

の
終
決

ε
共

に
此

の
臨

時
協
約
は
其

の
敷
力

を
失
ふ
ご
&

＼
な
り
起
れ
ば
、
鐵

道
従
業
勢
働
者
は
、
此
期
に
於

て
年
来
の
主
張
に
か

玉

る
要
求
を
貫
徹

せ
ん
&
す
る
の
で
あ
る
。

9



巴

五
、
石
鍼
道
從
業
者

の
要
求

の
傍
炭
坑
従
業
者
は
又
國

家
に
謝
し
て
重
大
な
る
要
求
を
齎
し
、
本
年

一
月
三
十

一
日
を
以
て
政
府
に
左
の
提
案
を
寫
し
拠
。

ラ一
炭
坑
夫
に
し
て
陸
軍

に
召
集
せ
ら
れ
、
其
の
解
除

(
に
依
り
て
炭
坑

に
踊

り
然
か
も
就
職

口
を
見
出
し

得
ざ
る
者
、
及
び
前
兵
士
に
職
を
譲
る
矯
め
に
炭

坑

よ
り
解
雇
せ
ら
れ
捻
る
者
に
謝
し
て
国
庫
よ
り

全
賃
金
を
支
給
糊
す
る
こ
虚
、

ラ

コ

一
一八
時
間
勢
働
法
を
六
時
間
夢
動
注
に
改
訂
す
る
こ

一
く

う三
戦
時
賃
金
の
外
に
現
賃
金

の
三
割
増
を
行
ひ
戦
時

(
賃
金
は
之
を
永
続
す

る
こ
ご
、

ラ四
総

て
の
鑛
山
及
び
鑛
物

の
國
有
を
行
ふ
こ
ご
、

く
右
の
要
求
を
寫
せ
る
鑛
山
從
業
者

の
組
合
は
合
計
六
十

萬
人

の
組
合
員
を
有
し
、
就
中
過
激
主
義
を
奉
ず

る
者

も
少
か
ら
ず
。
此

の
要
求
は
国
家
に
取
り
て
は
實
に
霹

靂
三

態
艸
起
る
に
趾
ち
な
か

つ
穴
。

六

最
後
に
三
角
同
盟
の
第
三
蕪
π
る
蓮
逡
業
勢
動
者

組
冶
ゆ
懲
毬
骨
る
所
は

、
　
請
負
賃
金

の
二
割
増
を
行
ふ
こ
ご
、

鮮

緑

葉
國
の
幹
働
不
安

エニ
現
所
得
能
力
を
失
は
し
む
る
な
く
し
て

一
週
四
十

イ
四
塒
間
勢
働

ご
爲
す
こ
ご
、

此

の
運
送
業
勢
働

者

の
組

合

(弓
轟
話
℃
o
諄

≦
o
.汀
①
「初

国
巴
2
四二
8
)
は
二
十
五
萬

人

の
組

合

員
を
有
.し
、
其

の
要
求
す
る
所

は
、
鐵
道
從
業
者
組
合
及
び
磯
菜
従
業

者
組
合
こ
の
共
同
運
動
に
依

り
て
、
之
を
貫
徹

せ
ん
巴

の

希
望
せ
ら
れ

つ
＼
あ
る
次
第
で
あ

る
。

七

右
等
の
如
く
労
働
不
安
の
状
況
甚
だ
急
切
な
る
も

の
あ
る
に
至
り
し
が
矯
め
に
、
政
府
は
終

に
勢
働
省
主

催
乙
し
て
二
月
二
十
七
日
を
期
し
、
全
国
諸
方
面

の
産

業
に
於
け
る
雇
主
及
び
…労
働
者

の
代
表
者
夕
會

し
て
、

一
大
協
議
會
を
開
く
こ
ご

・
し

2

当
量
巴

ぎ

鼻

ユ
曽
一

∩
O口
写
窪
8
)
廣

く

一
般
的

に
産

業

界

の
諸

問
題

を
討

議
講
究

す

る
こ

、
爲
レ
な
。
而
し

て
他
方

に
於

て
は
礪

山

從
業
勢
働
者

の
要
求

に
謝
し

て
、
左

の
如

き
提
案

を

爲
し
だ

の
で
あ

る
。

ラ一
生
活
費
.の
騰
貴

に
雁
聞事

る
爲

め
直

ち

に

一
目
二

志

(

の
賃
金
…増
加
を
行

ふ
こ
ご
、

二
賃

金
蠕
額

、
勢
働
時
間
縮

少
、
鑛

川
園
有

に
關

す

る

一
般

的

要

求

の
可
能

な
り

や
否

や

に

關

し

て

第
八
巻

(第
六
號

一
一
九
)

八
三
七

2)The'rimes,weeklyedition,Feb・i4・Iglg・

5}do.,Fcb.21.1g【9.
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、

雑

鐘

英
国
の
勢
働
不
安

は
、
.調
査
を
行
ふ
こ
ご
、
-

三
解
隊
さ
れ
な
る
炭
坑
勢
働
者
及
び
解
雇
さ
れ
な
る

(
炭
坑
勢
働
者

に
饗
し
て
は
差
別
的
待
遇
を
爲
さ
穿

る
こ
ε
、

然
る
に
礪
業
勢
働
者
聯
合
會
は
之
を
以
て
満
足
せ
す
、

組
合
員
に
…罰
し
.一
般
投
票
を
爲
さ
し
め
て
、
全
國
に
渉

る
同
盟
罷
工
を
行
ふ
の
可
否
を
問
ふ
こ
ご
、
な
つ
な
。

投
票

の
結
果
は
罷
工
を
行
ふ
可
し
ご
す
る
者
六

一
一
、

九
九
八
人
、
行
ふ
可
ら
す
と
す
る
者

　
〇
四
面
九
九
七

人
に
し
て
、.
つ
ま
り
五
〇
七
、
○
○

「
人
の
多
数
を
以

　
り

て
罷

工
は
可
決

せ

ら

る
エ
こ
と

、
な

っ
た
。

形
勢
斯

の
如

く
急

追

す
る
に
至
如
し

が
爲

め
に
、
議
會

に
於

て
も
問
題

は
熱
烈

な
る
討
議

の
標
的

ε
な
り
、
下

院

に
於
け

る
礪
…山

勢
働

者

の
代
表
者

穴

る
二
十
五
名

の

議
員
ぼ
大

い
に
奮

闘

す
る
所

あ
り
、
實

に
危
機

一
髪

と

い
ふ
所

ま

で
押

詰
む

る
に
至

っ
授

の
で
あ
.る
。
然

る
に

漸

く
に
し

て

ジ
ヤ

ス

チ

ー

ス
、

サ
.
ソ

キ

イ

甘
』・晋

o

ω
p
鼻
昌

氏

を
委
員
長

と
す

な
特

別
調
査

委
員
會

の
組

織

せ
ら

る

、
こ
ε

、
な
り

、
氏

は
三

月
二
十
日

を
期

し

て
調
査
報
告
を
齎

す
可

し

ε
公
約

す

る
所

あ
り
し

が
爲

第
八
巻

(第
六
號

一
二
Q
)

八
三
入

め
.に
」
緊
張

せ
る
空
気
は

一
時

に
安

堵

の
思
を

駕
し
、

勢
働
者
組

合
側

に
於

て
も

、
罷

工
は
之
を
「
月
十

五
日

よ

り
二
十

二
日

に
延
期

†

る
ご

&

、
し
た
Q

特

別
調
査

委
員
會

は

ア
凋
サ

ー
、

バ
ル

フ
ナ
ア
ー
氏
寺

の
外

サ
ー
、
レ
ナ
、
チ
オ
ザ

、

マ
ネ

ー
氏

や

シ
ド

ニ
ー
、

ウ

エ
ッ
ブ
氏
寺

を
も
加

へ
、
委
員
長
註
ハ
に

十
一二
名
任
命

せ
ら

る
」
こ

ε

・
な
り
、
早
速

に
石
炭
業
全
般

に
關

す

る
詳
細
綿
叩密

な
る
調
…査
研
究

に
取
掛

っ
た
9

八

特

別
調

査
委
員

會

の
報
告

は
約

束

に
違
は
キ
三
月

二
十
日

に
行

は
れ
、

ボ
ナ
ー
、

ロ
ー
氏
之
を
議
會

に
報

告

し
、
其

日
は
實

に
英
國

下
院

に
於

け

る
近
來

の
緊
張

せ

る
光
景
を
呈
し
た

ご

の
こ
ご

で
あ

る
。
而

し
て
政
府

,は
委
員
會

の
調
査

を
基
礎

ε
し

て
機

業
労

働
者

に
封

レ

左

の
提
案

を
爲
す

ご
ε

、
な

つ
π
。

ラ一

「
日

二
志

の
賃

金
増
加
を
行

ふ
ご
ε
、

-

「
二

日
七

時
間

勢
働
制
を
布

ぐ
こ
ε
、

一
九

一
ご

年

(
よ

り
は

一
日

六
時
間
勢
働
制

ご
爲
す

ご
9
、

ラ三

石
炭
歳

入
中

よ
り
年
額

一
百
萬
膀

を
割

き
て
砥
業

勢
働
者

の
住
居
改

善

の
費

に
充

つ
る
こ

8
、

ラ四
硬
葉

の
進
歩
的

改
造

を
行

ふ
こ
ご
、

(

4)TheTimes,weeklyedition,Feb.28.

5〕do.,March7.1919.

、



『

五
礁
皿
莱
の
管
理

に
{閲
し
勢
働
者
　の
有
敷
な
る
獲
吉
ロ
を

　

の

認
む

る
こ
ご
。

看

の
提
案
に
依

η
碩
山

の
国

有
は
實
行

さ

る
.～
に
至
ら

な
か

つ
.π
が
、
委
員
會

は
媚
山

業

の
現
状

の
非

な

る
は

十
分
之

を
認

め
、
之

に
關

し
て
今
少

し
く
管
理

に
謝
す

る
勢
働
者

の
獲

言
権

を
認

む
可
し
ざ

せ
ら
れ
な

る
こ
ご

・

は
、
且
凧
も
注
意

す
可

き
所

に
験

す

る
次
第

で
あ
る
o

此

の
政
府

の
提
案

に
謝

し
、
砺

業
勢
働

者
組
合

の
書

記

長
は

、
三
月

二
十
六
日
附

を
以

て
再

び
組
合
員

に
謝
し

て
、
比

の
提
案

を
容

る
可
き
や
否

や
を

一
般
投

票
に
問

ふ
こ
ご

」
し
な
。
其

の
結
果
終

に
問

題

の
解
決

を
見

る

に
至

り
し

こ
ご
は
、
我
国

の
新

聞
紙

上

に
於

て
も
既

に

.

報
道

せ
ら
れ
た

る
通
り

で
あ

っ
て
、

さ
し
も

の
重

大
事

件
も
先

づ

一
段

落
を
告

ぐ

る
に
至

つ
な
。
然

し
之

れ
亦

や
は

り

一
段
落

た

る
に
過
ぎ

ざ

る
を
忘

れ

て
は
な
ら
ぬ

の
で
あ

る
。

【

九

右

の
大
事

件

の
進

行
し

つ

、
あ

る
阻同
に
、
前
掲

の

塗
國
産
業

代
表
者

大

協

議

會

(客
≧
δ
目
凹

ぎ
ユ
臣
昨
邑

宣

暮

∩
o
幕

「窪
8
)
は

二
月

二
十
七

日
倫
敦

に
於

て
間

催

ぜ
ら
れ

、
左

の
諸

項

が
希
望
條
項

と
し

て
決
議

せ
ら

雑

録

英
国
の
勢
働
不
安

る
、
に
至

つ
だ
。

一
あ
ら
ゆ
る
勢
働
者

に
謝
し

一
週
四
十
八
時
間
螢
働

を
以
て
最
長
正
常
限
度
&
す
る
法
撞
　を
制
定
す
可

き
こ
ε
、

二
各
職
業
に
適
用
あ
る
賃
金

の
最
低
時
間
彿
額
を
法

.

律
に
依
り
て
定
む
可
き
こ
ε
、

三
五
月
二
十

】
日
以
後
六

ケ
月
間

一
九

皿
八
年

の
賃

(
金
注
を
織
綾
せ
し
む
可
き
こ
ご
、
〔即

ち
同
時
期
迄

職
時
賃
金
を
織
纏

せ
し
む
る
也
}

四
勢
働
就
職

を
安
固
に
し
産
業

の
頚
展
を
促
進
す
る

.

爲
め
、
叉
失
職
業
に
封
ず

る
十
弗
な
る
給
養
を
行

ふ
矯
め
に
諸
般

の
施
設
を
駕
す
可
き
こ
と
、

五
政
府
に
謝
し
産
業
上
の
問
題
に
關

し
て
助
言
を
爲

(
す
の
目
的
を
以
て
、
組
織
あ
る
雇
主
及
び
勢
働
者

の
團
騰
よ

り
同
数

の
代
表
者
を
出
し
、
四
百
人
を

以
て
成
れ
る
国
家
的
産
業
會
議
を
組
織
し
、
會
議

の
目
的
を
實
行
ず
る
が
爲
め
に
は
五
十
人
の
常
置

委
員
を
設
く
る
こ
ε
、
而
し
て
政
府
又
は
會
議
よ

り
そ
れ
に
附
託
せ
ら
れ
な
る
諸
問
題
を
時
々
討
議

磯
発

せ
し
む
る
こ
ε
、

第
八
巻

(第
六
號

一
二
こ

入
三
九

do,Marchz8,、919.㊦

、

、
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.

し

F

雑

録

ピ

ユ
ツ

ヘ
ル
の
経
済
階
段
説

に
就
て

.

此
の
協
議
霞

・
雷

者
馨

側
に
於
で
三
角
同
野

合

、
機
關
士

合
同
組
合
,
.]9
0
>
B
巴
鴨
日
韓
a

Q∩
0
9
0
受

。
、
守

σq
落

窪

な
ざ

の
代

表
者

の
之

に
加
は
ら

ざ
り

し
一

　
が
矯
め
に
、
職
工
組
合
側

の
利
益
代
表
十
分
な
ら
ざ
塾

し
賊
は
あ

る
け
れ
ご
も
、
.全
国
産
業
の
各
方
面
に
渉
.り

.て
雇
主
虚
勢
働
者

こ
の
未
曾
有

の
大
代
表
會
議
尺
り
レ

次
第
な
れ
ば
、
其

の
決
議
事
項
が
十
分
梅
威
あ
る
も

の

な
る
は
之
を
否
む
こ
と
が
出
来

ぬ
。
而
し
て
其
の
決
議

事
項
は
何
れ
も
穏
健
な
る
も

の
な
れ
ば
、
国
家
ご
し
て
…

は
其
の
希
望

に
聞
き
、
漸
次
之
に
沿
ふ
て
立
法
其
他

の

族
設
を
爲
さ
ぎ
る
課
に
は
行
か
ぬ
で
あ
ら
う
。

何
れ
に
し
て
も
英
國
勢
働
問
題

の
多
事
な
る
や
、
今
後

其

の
諸
方
面
に
於
け
る
獲
現

の
有
様
ご
決
着

の
如

何
ε

は
、
他
山

の
石
と
し
て
、
我
等
に
取
り
て
も
最
も
重
要

な
る
研

究

問

題
た
る
次
第
で
あ

る
。
本

誌
上
に
於
て

も
、
折
に
鯛
れ
て
其

の

一
斑
を
紹
介
す
る
で
あ
ら
う
。
　

9

曲

」


